
 

 

ヒトES細胞の樹立に関する指針 

（平成26年11月25日 文部科学省・厚生労働省告示） 

（抜粋） 

 

（第一種樹立に必要なヒト受精胚の提供に係るインフォームド・コンセントの手続） 

第二十四条 第一種提供医療機関は、ヒト受精胚を第一種樹立に用いることについて、

当該第一種樹立に必要なヒト受精胚の提供者（当該ヒト受精胚の作成に必要な生殖細

胞を供した夫婦（婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にある者を除

く。）をいう。以下この節において同じ。）のインフォームド・コンセントを受ける

ものとする。 

２ 前項のインフォームド・コンセントは、書面により表示されるものとする。 

３ 第一種提供医療機関は、第一項のインフォームド・コンセントを受けるに当たり、

ヒト受精胚の提供者の心情に十分配慮するとともに、次に掲げる要件を満たすものと

する。 

一 ヒト受精胚の提供者が置かれている立場を不当に利用しないこと。 

二 同意の能力を欠く者にヒト受精胚の提供を依頼しないこと。 

三 ヒト受精胚の提供者によるヒト受精胚を滅失させることについての意思が事前に

確認されていること。 

四 ヒト受精胚の提供者が提供するかどうか判断するために必要な時間的余裕を有す

ること。 

五 インフォームド・コンセントの受取後少なくとも三十日間は、当該ヒト受精胚を

保存すること。 

４ ヒト受精胚の提供者は、当該ヒト受精胚が保存されている間は、インフォームド・

コンセントを撤回することができるものとする。 

５ 第一種提供医療機関がヒト受精胚の提供者からインフォームド・コンセントを受け

た後、当該提供者に対して再度インフォームド・コンセントを受ける手続（以下「再

同意手続」という。）を行ってはならない。ただし、次条第三項第十五号に基づき再

同意手続を行うことについて、ヒト受精胚の提供者が同意している場合であって、第

一種提供医療機関の倫理審査委員会の承認を受けたときは、この限りではない。 
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